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1.研究背景と目的 

地球温暖化問題に代表される環境に関する社会的な

関心は、年々高まる傾向にあり、建設業が担うべき役割

も大きく変化し始めている。建設副産物は、最終処分場

や不法投棄の発生件数に占める割合が大きく、2000年に、

「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（以下、

建設リサイクル法）」が制定され、建設工事における分

別解体や再資源化等が義務付けられた。リサイクル技術

の開発や、リサイクル産業の育成等、緊急に取り組むべ

き課題が多く、建設業界全体で取り組みが始まっている。 

わが国の資本ストックは高度経済成長を経て、着実に

増加しており、大量の建設資材が投入され建設物として

ストックされている。将来、これらのストックの物理的、

経済的あるいは社会的寿命が尽きて、更新が行われる際

には、多量の廃棄物の発生が懸念されることから、従来

型の「スクラップ＆ビルド」から循環型の「ストック＆

メンテナンス」へ社会構造の転換が強く求められている。

循環型社会を構築するために建設業が取り組んでいる

課題の中で、建設副産物の取扱いについては、特に最終

処分場の残存容量など深刻な状況を抱えており、これら

の解決が急務である。 

名知1)2)3)らは、これまでに首都圏全域において建設副

産物排出状況を微小単位で把握し、建設副産物排出量と

中間処理施設の相互関係および中間処理施設と最終処

分場の相互関係を明らかにしてきた。 

本研究では、近畿圏の建設副産物発生から中間処理施

設と最終処分場の相互関係まで視野に入れた静脈物流

の解明を念頭に、第1段階として兵庫県を事例に建設副 

産物の発生量・発生状況を把握し、中間処理施設と最終

処分場の処理能力とを分析することで兵庫県の建設副

産物の発生と処理の実態解明することを目的とする。 

 

図 1 研究対象領域  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.研究方法 

本研究では国土交通省が5年ごとに全国で実施してい

る建設副産物実態調査4) 5) (平成7年、平成12年度、平

成17年度)と兵庫県が建設リサイクル法に基づき操業を

許可した処理施設の情報6) 7) 8)を基にした。 

2-1.建設副産物の発生量データの作成 

建設副産物実態調査をもとに兵庫県における建設副

産物の地域ごとの発生量、再資源化率、最終処分される

量のデータを作成した。 

2-2.処理施設の位置と処理能力データの作成 

兵庫県の環境ホームページで公表している処理施設

の情報をもとに兵庫県がもつ処理施設の所在地、処理能

力のデータ化をした。作成したデータをもとに兵庫県に

おいて建設副産物の現状、再資源化施設と最終処分場の

立地と稼動状況を分析していき兵庫県の建設副産物の

発生と処理の実態を明らかにしていく。 

Quantity of outbreak and the study about the geographical convenience of the processing 
institution of the construction by-product in Hyogo prefecture 

 
Naoki KISHINO,Takamasa MIYAZAKI, Yasumiti KAWAI and Yoko NATI 

 
図1 対象領域 



3.建設副産物と対策 

3-1.兵庫県の建設副産物に対する基本理念 

兵庫県は阪神・淡路大震災の経験から、脆弱な建築物

等の崩壊が多くの尊い人命を奪い、加えて、大量の建設

副産物からなる瓦礫の処理に多大の時間・費用と労力を

要すること、そしてそれらが与える環境負荷の大きさを

思い知らされた。このため、建設副産物という個別の廃

棄物に着目して、その再資源化等を促進すると共に、建

設工事の実態や建設業の産業特性を踏まえつつ、平時か

ら建設副産物の発生を抑制するため県を始めとして、民

間においても災害に強い建築物等の建設や改修を促進

している。 

3-2.建設副産物の現状 

公共投資及び経済の今後の動向、建築物のストック状

況などをもとに、建設副産物の将来の排出量を予測する

と、主に公共土木工事から発生するアスファルト・コン

クリート塊の排出量は、横這いで推移することが見込ま

れる。一方、建築工事からの発生が多いコンクリート塊、

建設発生木材の排出量は、高度経済成長期に大量に建築

された建築物が今後、更新期を迎えることから、長期的

にみれば増加傾向にあるものと考えられる。 

 

3-3.再資源化に関する目標 

再資源化施設の立地状況を踏まえて、再生資源の十分

な利用及び廃棄物の減量をできるだけ速やかに実施す

ることが重要であることから平成 22 年度おける再資源

化率の目標 9)を設定した。設定数値はコンクリート塊

99％、アスファルト・コンクリート塊99％、建設発生木

材95％とし一層の再資源化と減量化を目指している。 

4.建設副産物の発生量と推移 

表1と表3より兵庫県で発生する建設副産物は平成17

年では280.7万トンと近畿圏では大阪についで多い発生

量である。経年の変化をみてみると平成 12 年における

コンクリート塊の排出量は、160.9万トン、建設発生木

材の排出量は、15.5万トン、アスファルト・コンクリー

ト塊の排出量は、164.3 万トンとなっている。平成 17

年度ではコンクリート塊、128.9万トン、建設発生木材

の排出量は、14.1万トン、アスファルト・コンクリート

塊の排出量は、94.7万トンとなり減少傾向にあった。平

成 12 年の再資源化率は、平成７年度に比較して向上し

ており、コンクリート塊は97.5％、アスファルト・コン

クリート塊は 98.8％と 95％を超えている。これに対し

 

図2 研究対象領域と処理施設所在地 



表1 兵庫県の地域別建設副産物の現況 

Ｃｏ塊 Ａｓ・Ｃｏ塊  建設発生木材 Ｃｏ塊 Ａｓ・Ｃｏ塊  建設発生木材 Ｃｏ塊 Ａｓ・Ｃｏ塊 建設発生木材

 千ｔ  千ｔ  千ｔ  千ｔ  千ｔ  千ｔ  千ｔ  千ｔ  千ｔ

 神戸 440 410 49 1,460 869 359 596 555 40

 阪神南 218 204 26 696 389 174 226 164 21

 阪神北 137 126 17 423 225 109 148 112 19

 東播磨 146 124 19 434 218 114 132 125 16

 北播磨 78 66 10 100 94 11 79 95 19

 中播磨 143 122 18 185 174 21 150 164 15

 西播磨 76 71 9 102 103 10 97 173 8

 但馬 62 62 6 86 98 7 72 106 6

 丹波 38 42 3 139 92 32 49 87 8

 淡路 61 58 6 207 130 50 59 62 4

 県全体 1,397 1,284 164 3,832 2,392 887 1,609 1,643 155

 県全体再資源化率％ 67.9 59.8 55.5 46.1 85.2 45.1 97.5 98.8  40.6(85.8)

 

 平成５年度  平成７年度  平成１２年度

表2 再資源化施設の立地と稼働状況 

As塊 Co塊 As塊及びCo塊 計 再資源化 焼却 計

設置数 77                  173             17(+27) 9(+27) 26(+54)
処理能力　　　　日/ｔ 22,697             83,133          1,687         45            1,732        

年間処理能力日×200 4,539,400         16,626,600    337,400     9,000        346,400     
設置数 6                  17              93                  116             21            13            34            

処理能力　　　　日/ｔ 1,700             11,917        56,740             70,357          1,700         265          1,965        
年間処理能力　日×200 340,000         2,383,000    11,348,000       14,071,000    340,000     265,000     393,000     

設置数 10                18              51                  79               4              2             6              
処理能力　　　　日/ｔ - - - 38,708          - - 615          

年間処理能力　日×200 - - - 7,742,000      - - 123,000     

建築廃材 建築発生木材

平成17年

96                                    
60,436                              

12,087,200                         

平成12年

平成7年

注　As…アスファルト　Co…コンクリート  

て建設発生木材の再資源化率は 40.6％と依然として低

い。なお、焼却施設への搬出を含めると85.8％となって

いた。 

平成17年度においての再資源化率はコンクリート塊、

96.4％、アスファルト・コンクリート塊は98.0％、建設発

生木材は75.8％、焼却施設への搬出を含めると90.7％とな

っていた。コンクリート塊、アスファルト・コンクリート

塊の再資源化率は95％以上と高い水準を保っている。建設

発生木材は平成12年から17年で40.6％から75.8％と再資

源化率が大幅に向上している。 

5.兵庫の処理施設の現状 

5-1.中間処理施設(再資源化施設) 

表2より平成13年度でコンクリート塊の受入施設、アス

ファルト・コンクリート塊の受入施設は、合計で116施設

立地していた。平成17年度ではさらに整備が進み合計で

173施設に増加し処理能力も平成13年の処理能力の118％

に増加した。建設発生木材の再資源化施設は34施設立地し

ていた。平成17年ではコンクリート塊・アスファルト塊を

処理していた施設も建設発生木材の処理の受け入れを始

め80施設が処理に携わり大幅に処理環境が改善し平成22

年の再資源化率の目標数値達成に向け処理環境が整備さ

れている。処理能力は1年間の建設副産物全発生量を自県

の処理施設での処理が可能な能力をもっている。 

5-2.最終処分場 

表5よりコンクリート塊、アスファルト・コンクリート

塊を処分できる産業廃棄物の安定型処分場は26箇所、建設

発生木材を処分できる管理型処分場は7箇所立地している。

残余容量は平成12年では5,397,000㎥である。 

表3 平成 17 年度兵庫県の建設副産物の現況 

Ｃｏ塊 Ａｓ・Ｃｏ塊  建設発生木材

 千ｔ  千ｔ  千ｔ

 県全体 1,289            947             141              

 県全体再資源化率％ 96.4              98.0             90.7              

 平成１7年度

 
 

表4 地域別の処理施設の設置数と処理能力の関係 

 施設数  ｔ/日 割合

 神戸市 24                  10,509         12.4%

 西宮市　 6                   1,558          1.8%

 尼崎市 13                  10,886         12.8%

 姫路市　 36                  14,524         17.1%

阪神地区 79                  37,477         44.2%

 兵庫県(上記四市除く)　 120                47,387         55.8%

地域別処理能力

表5 最終処分場の立地と稼働状況 

安定型 管理型

設置数 26                  7                 

残余容量判明施設数 22                  4                 

残余容量　㎡ 4,350,800         1,046,054      

最終処分場

平成12年度

 



6.発生量と処理環境からみる兵庫県の実態 

6-1.処理能力の推移 

兵庫県における建設副産物の処理をめぐる環境は平

成７年の阪神大震災により発生した莫大な災害廃棄物

の処理の経験から見直された。震災の際は災害廃棄物が

804万トン発生した。これは兵庫県1年間分の発生量の

約3倍に当たるため処理場の処理能力を大きく超えて平

成７年の再資源率は大幅に低くなりコンクリート塊は

50％を下回り46.1％だった。震災の経験から年々処理環

境が整備され向上している。表1より処理施設の設置数

と処理能力をみてみると平成7年の震災前は処理施設数

85施設だったのに対し平成17年度には199施設、処理

能力は震災前の2倍以上にまでなった。処理環境の向上

は再資源化率に現れている。コンクリート塊とアスファ

ルト塊の再資源率は 96％以上と高い水準を保ち 50％を

下回っていた建設発生木材は90％を超えて平成22年の

再資源化率の目標数値達成に向けて対策が進んでいる。 

6-2.発生量と処理能力の関係 

兵庫の処理能力は平成17年では１日最大84,800トン

で年間では最大 1700 万トンの建築副産物を処理するこ

とができる。平成 17 年度では建設副産物の総排出量は

280万トンが発生したが兵庫県は県内で発生する建設副

産物の処理に十分な処理能力を持っていることが判る。

表4より兵庫県の地域別建設副産物の発生量と地域別の

処理能力を分析していと地域別発生量では阪神地域が

兵庫県全域の発生量の約 55％を占めていて建設副産物

の内わけではコンクリート塊は 60.3％、コンクリート

塊・アスファルト塊 50.6％、建設発生木材 51.6％とな

っている。大阪湾、瀬戸内海に面している阪神地域、東

須磨地域、西須磨地域の沿岸域では70％以上の発生量を

しめていて兵庫県では建設副産物の大部分が沿岸域の

阪神地域、東須磨地域、西須磨地域の沿岸域で発生して

いることが明らかになった。 

地域別処理能力を分析していく地域別建設副産物の

発生量と同様に沿岸域の阪神地域、東須磨地域、西須磨

地域の沿岸域で兵庫県がもつ処理能力の 70％以上を占

めている。特に神戸市、西宮市、尼崎市、姫路市に集中

していて上記 4 市で 55.8％と兵庫県全体の半分以上の

処理能力があることが明らかとなった。 

7.まとめ 

本研究で兵庫県では大阪湾、瀬戸内海に面している阪

神地域、東須磨地域、西須磨地域の沿岸域で70％以上の

建設副産物が発生していて、処理施設の処理能力も同じ

く70％以上が同地域に集中している。特に神戸市、西宮、

尼崎市、姫路市の4市で全処理能力の55,8％をもち処理

能力の都市部への集中している。図2より沿岸地域に多

く立地している。処理場の全処理能力は年間最大 1700

万トンになり平成 17 年度の発生量280 万トンを十分に

自県で処理ができる能力を持っていることが明らかに

なった。他県からの建設副産物の受け入れも可能である。 

8.今後の展開と課題 

本研究では兵庫県を対象として研究を進めていった

が今後の展開として近畿圏全域の建設副産物の発生量

と再資源化率、処理施設の立地と処理能力の関係、さら

に県域を越えて搬出されている建設副産物の量を解明

し近畿圏全域の静脈物流の実態解明をしていくことが

課題である。 

「参考文献」 

１) 名知洋子、宮崎隆昌：建設生産プロセスにおける建設副産物の排

出要因と混合廃棄物量に関する一考察、日本建築学会技術報告書、

第18号、pp325-328、2003.12 

２) 名知洋子、宮崎隆昌、中澤公伯：東京圏における建設副産物(がれ

き類)排出量の推定と建設副産物中間処理施設の立地に関する一

考察、日本建築学会計画論文集、NO589、pp.161-167、2005.3 

３) 名知洋子、宮崎隆昌：建設副産物における処理施設の立地特性そ

の4最終処分場の立地特性、日本建築学会大会、学術講演会概要

集、F-1、pp.1443-1444、2005 

４) 国土交通省：全国建設副産物実態調査結果詳細データ(平成7年度、

平成12年度、平成17年度) 

５) 国土交通省近畿地方整備局：兵庫県建設副産物実態調査データ 

(平成17年度) 

６) 兵庫県：建設リサイクル法に基づき建設副産物を扱う中間処理業

者(平成14年度) 

７) 兵庫県：建設リサイクル法に基づき建設副産物を扱う最終処分場

業者(平成14年度) 

８) 兵庫県：兵庫県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定

建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針 

９) 兵庫県：兵庫県廃棄物処理計画(平成14年度) 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


